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～公表の目的等～ 

平成 17年３月に公布した「千代田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づいて、

本区の人事行政の運営の状況を公表します。この条例は、公務員の人事行政の根本基準を定めた

地方公務員法第 58 条の２の規定に基づき制定したものです。 

公表を行う目的は、公務における人事行政の運営状況を広く区民の皆さんに知ってもらうこと

を通じて、人事行政の運営の公正性と透明性を確保することにあります。 

  また、広報紙でお知らせした「区職員の給与・手当等の状況」については、本公表の中に含め

てお知らせしています。 

 

目次 

１ 職員の給与の状況 ................................................................................................................................. 3 

２ 職員の任免及び職員数の状況 ............................................................................................................. 12 

３ 職員の人事評価の状況 ........................................................................................................................ 15 
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５ 職員の分限及び懲戒の状況 ................................................................................................................. 18 

６ 職員の服務の状況 ............................................................................................................................... 19 

７ 職員の退職管理の状況 ........................................................................................................................ 20 

８ 職員の研修の状況 ............................................................................................................................... 21 

９ 職員の福祉の状況 ............................................................................................................................... 22 

10 特別区人事委員会の業務状況 ............................................................................................................. 24 

※ 10については、特別区人事委員会からの報告を掲載しています。 
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１ 職員の給与の状況 

(1) 総括 

  ① 人件費の状況（普通会計決算） 

区分 住民基本台帳人口 

(７年１月１日 ) 

歳出額 

A 

実質収支 人件費 

B 

人件費率 

B／A 

6 年度 68,835 

（68,755） 

人 65,955,496 

(71,379,667) 

千円 3,310,253 

(1,786,125) 

千円 12,406,028 

（11,025,709） 

千円 18.8% 

(15.4%) 

（注）１ 決算数値は、「地方財政状況調査」に基づいたものです。 

   ２ 人件費には、特別職（区長、議長等）に支給される給料、報酬及び共済組合事業主負担金等を含みます。 

   ３ （ ）は前年度数値です。 

 

② 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 職員数 

A 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 

  計 

B 

1 人当たり 

給与費 B/A 

６年度 1,301 人 

(17 人) 
4,007,154千円 1,697,873千円 1,955,886千円 7,660,913千円 5,888千円 

（注）１ 職員手当には、退職手当は含みません。 

   ２ 職員数は「地方公務員給与実態調査」による令和６年４月１日現在の普通会計関係に属する職員の人数であり、（ ）

内は再任用短時間勤務職員（暫定・定年前）で外書きです。 

   ３ 給与費については、再任用短時間勤務職員（暫定・定年前）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を

含んでいません。 

 

③ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 
(注) １ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、 

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一） 

適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、 

地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を 

用いて補正したラスパイレス指数です。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当 

支給率）により算出。
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④ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の

支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

 a．給料表の見直し 

   [ 実施  未実施 ] 

    実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の

場合には、その理由）） 

（給料表の改定実施時期） 平成 27年４月１日 

（内容） 

行政職給料表（一）について、国の見直し内容を踏まえ、平均 1.8％引き下げ。他の給料表につ

いては、行政職給料表（一）との均衡を踏まえて見直しを実施 

   b．地域手当の見直し 

    実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

（支給割合） 国基準 20％に対し、千代田区においても 20％を支給 

（実施時期） 平成 27年４月１日より実施 

（参考） 

 
平成 26年度の支給割合 

平成 27 年度の支給割合 見直し後の支給割合

（H28.4.1） 4 月 1 日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合 18％ 18％ 18.5％ 20％ 

千代田区の支給割合 18％ 20％ 20％ 20％ 
 

   c．その他見直し内容 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成 27年４月１日実

施） 

 

(2) 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

  ① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在） 

一般行政職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

(国ベース) 

38.2歳 301,321円 433,903 円 380,751円 

技能労務職 

 
平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

平均給与月額 

(国ベース) 

全体 45.9歳 92人 264,384円 368,757円 326,435円 

 うち清掃 45.1歳 78人 266,494円 376,719円 330,001円 

 うち用務 59.6歳 5人 272,980円 338,979円 328,536円 
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教育職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

35.6歳 323,677円 428,052 円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務 

手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

        また、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いた

もの）で算出しています。 

※ 参考として代表的な職種について、令和６年度給与の実績数値を 11 頁に掲載しています。 

  

② 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 初任給 

一般行政職 
大学卒 232,000円 

高校卒 200,300円 

技能労務職 高校卒 193,900円 

教育職 
大学卒 245,800円 

短大卒 229,900円 

※ 技能労務職の初任給は、清掃作業等の職務に従事する職員の初任給を掲載しています。 

 

③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 297,119円 377,800円 385,750円 420,925円 

高校卒 269,580円 360,317円 346,480円 372,386円 

技能労務職 高校卒 245,817円 該当なし 315,700円 313,900円 

※ 当該区分に該当する職員が少ない場合は、近似の区分のデータを含めて記載しています。 
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(3) 一般行政職の級別職員数等の状況 

  ① 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 基準となる職務 職員数 構成比 

1 号給（初

号）の  給

料月額 

最高号給の

給料月額 

1 級 係員の職務 379 人 43.8% 196,600 円 332,200 円 

2 級 主任の職務 203 人 23.4% 245,300 円 367,000 円 

3 級 係長、担当係長又は主査の職務 138 人 15.9% 268,800 円 421,300 円 

4 級 課長補佐の職務 70 人 8.1% 292,300 円 445,000 円 

5 級 課長、担当課長又は副参事の職務 49 人 5.7% 320,000 円 471,600 円 

6 級 部長、担当部長又は参事の職務 27 人 3.1% 396,500 円 535,000 円 

  （注）１ 千代田区の「職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員（定年前・暫定再任用短時間

勤務職員を除く）数です。 

     ２  構成比は、端数処理の関係で合計が 100%にならない場合があります。 

      

 

   ② 昇給への人事評価の反映状況 

１ 人事評価の実施状況 

  人事評価は、地方公務員法第２３条の２に基づき、全職員を対象に定期評価を実施しています。 

２ 昇給への人事評価の反映状況 

  昇給区分は、「Ａ：極めて良好」、「Ｂ：特に良好」、「Ｃ：良好」、「Ｄ：やや良好でない」、「Ｅ：良好でない」

の５段階に区分され、人事評価に基づき、決定しています。 

  昇給への反映は、管理職は、Ａ：７号昇給、Ｂ：５号昇給、Ｃ：４号昇給、Ｄ：３号昇給、Ｅ：昇給なし、

係長級は、Ａ：６号昇給、Ｂ：５号昇給、Ｃ：４号昇給、Ｄ：３号昇給、Ｅ：昇給なし、一般職員は、Ａ：

６号昇給、Ｂ：５号昇給、Ｃ：４号昇給、Ｄ：３号昇給、Ｅ：昇給なし、となります。 

（１）令和７年４月１日の昇給の状況 

   対象職員９０４名中、上位区分により５～７号昇給した者が３０５名（３３．７％）、標準区分により４ 

号昇給した者が５９７名（６６．０％）、下位区分により昇給なしまたは３号昇給した者が２名（０．２％） 

でした。 

（２）令和６年４月１日の昇給の状況 

   対象職員８５５名中、上位区分により５～８号昇給した者が２４６名（２８．８％）、標準区分により４

号昇給した者が６０３名（７０．５％）、下位区分により昇給なしまたは３号昇給した者が６名（０．７％）

でした。 
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(4) 職員の手当の状況 

   ① 期末手当・勤勉手当 

千代田区 東京都 国 

1 人当たりの平均支給額 （６年度） 

1,863 千円 
－ － 

（６年度支給割合） （６年度支給割合） （６年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 期末手当 期末手当 期末手当 勤勉手当 

 2.50 月分  2.35 月分  2.50 月分  2.35 月分  2.50 月分  2.10 月分 

（1.40）月分 （1.15）月分 （1.40）月分 （1.15）月分 （1.40）月分 （1.00）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

有 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

有 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

有 

（注）（ ）内は、暫定再任用職員にかかる支給割合です。 

【参考】勤勉手当への人事評価の反映状況 

 

② 退職手当（令和７年４月１日現在） 

千代田区 国 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

自己都合 

18.00 月分 

28.00 月分 

39.75 月分 

39.75 月分 

勧奨・定年 

24.55 月分 

32.95 月分 

47.70 月分 

47.70 月分 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

勧奨・定年 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

1 人当たりの平均支給額   

 1,942 千円 20,512 千円    

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。 

１ 人事評価の実施状況 

  人事評価は、地方公務員法第２３条の２に基づき、全職員を対象に定期評価を実施しています。 

２ 勤勉手当への人事評価の反映状況 

（１）令和７年６月の勤勉手当 

管理職の対象者７７名中、成績率が最上位・上位（11041/10000～12482/10000）に決定された者は２６名 

（３３．８％）、中位（9600/10000）に決定された者は４９名（６３．６％）、下位・最下位（8600/10000～

9100/10000）に決定された者は２名（２．６％）でした。 

     一般職員の対象者１，１０３名中、成績率が最上位・上位（10227/10000～12000/10000）に決定された者

は３３０名（２９．９％）、中位（9720/10000～9900/10000）に決定された者は７７０名（６９．８％）、下

位・最下位（9220/10000～9650/10000）に決定された者は３名（０．３％）でした。 

（２）令和６年６月の勤勉手当 

 管理職の対象者７５名中、成績率が最上位・上位（10848/10000～12096/10000）に決定された者は２８名 

（４０．６％）、中位（9600/10000）に決定された者は４１名（５９．４％）、下位・最下位（8600/10000～

9100/10000）に決定された者は０名（０％）でした。 

     一般職員の対象者１，０５０名中、成績率が最上位・上位（10197/10000～11919/10000）に決定された者

は３１９名（３０．４％）、中位（9720/10000～9900/10000）に決定された者は７２５名（６９．０％）、下

位・最下位（9220/10000～9650/10000）に決定された者は６名（０．６％）でした。 
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③ 地域手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 882,402 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 709,897 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

千代田区 20% 1,243 人 20% 

 

④ 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 16,210 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 123,740 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）       9.98％ 

手当の種類（手当数） ６ 手当 

手当の名称 主な支給対象

職員 

主な支給対象業務 支給実績  

（令和６年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

特定危険現場

業務手当 

施設経営課、 

建築指導課 

昇降機の検査 ０千円 日額    460 円 

建設現場における足場の不安

定な箇所での工事監督又は検

査業務 

０千円 地上 10ｍ以上 

30ｍ未満 

日額   320 円 

地上 30ｍ以上 

日額   440 円 

福祉業務手当 生活支援課、 

在宅支援課 

生活保護法又は老人福祉法に

定める業務を行うため家庭等

を訪問したとき 

17 千円 日額   500 円 

児童相談所 児童福祉法に定める児童の一

時保護業務 

０千円 日額  1,470 円 

児童相談所 児童福祉法に定める児童相談

所の業務（一時保護業務除く）

を行うため家庭訪問、指導、相

談等の業務をしたとき 

０千円 日額   490 円 

防疫等業務手

当 

保健所 Ⅰ類感染症、新型インフルエン

ザ等感染症、指定感染症又は新

感染症の患者等の接触業務 

０千円 日額   720 円 

Ⅱ類感染症又は指定感染症の

患者等の接触業務 

０千円 日額   320 円 

結核患者の接触業務 ０千円 日額   180 円 

有毒薬物等取

扱手当 

保健所 法令に定める有害薬物・毒物に

よる試験、検査等 

106 千円 日額   240 円 

清掃業務手当 清掃事務所 廃棄物の直接処理等 11,923 千円 日額   700 円 

教育特殊業務

手当 

幼稚園の教諭 非常災害時等の緊急業務 ０千円 日額 3,000 円 

～6,400 円 

（注）支給実績額（16,211 千円）には、「千代田区立九段中等教育学校教育職員の給与等に関する条例」の規定によ

り、「学校職員の特殊勤務手当に関する条例」の適用を受ける職員の例により支給された教員特殊業務手当の額
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（4,165 千円）が含まれています。 

（内訳）  

・修学旅行等指導業務    964 千円 

 ・対外運動競技等      759 千円 

               ・部活動指導       2,442千円 

 

⑤ 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） 415,563 千円  

職員 1 人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 446 千円 

支給実績（令和６年度決算） 429,916 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 439 千円 

  （注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日 

現在の総職員数（管理職員・教育職員等、制度上時間外手当の支給対象とはならない職員を除く）であり、 

暫定再任用短時間勤務職員を含みます。 

 

⑥ その他の手当（令和７年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和６年度決算） 

支給職員 1 人当たり 

平均支給年額 

(令和６年度決算) 

扶養手当 配偶者 4,000 円 

異なる 

3,000 円 52,307 千円 174,941 円 

子 9,500 円 11,500 円 

父母等 6,000 円 6,500 円 

16 歳から 22 歳までの子 4,000 円加算 5,000 円加算 

住居手当 世帯主である職員で、自ら居住するため住宅を

借り受け、家賃月額 27,000 円以上を支払って

いる職員に支給 

・月額 8,300 円 

 年齢により加算あり 

  26 歳以下 18,700 円 

  27 歳以上 31 歳以下 9,300 円 

異なる 

家賃負担者に

対し最大 

28,000 円 

57,326 千円 163,789 円 

通勤手当 交通機関、交通用具等を利用して通勤する職員

に対し通勤に要する経費を補助するため支給  

・交通機関利用者支給限度額 

1 月当たり  55,000 円 

・交通用具使用者の支給額 

一般 2,600 円～13,000 円 

不便公署 2,600 円～20,400 円 

身障者等  3,900 円～24,900 円 

異なる 

・交通機関利用

者支給限度額  

1 月 当 た り 

55,000 円 

・交通用具使用

者の支給額 

2,000 円 ～

31,600 円 

196,826 千円 169,531 円 

管理職手当 管 理 又は 監 督 の 地 位 にあ る 職 員 に 支 給  

64,700 円～127,600 円 異なる 

支給金額 

46,300 円 ～

130,300 円 

105,046 千円 1,180,296 円 
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手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和６年度決算） 

支給職員 1 人当たり 

平均支給年額 

(令和６年度決算) 

初任給調整手当 専門的知識が必要で、採用困難な職に採用され

る者に対し、一定の期間支給(区では医師、歯

科医師に支給) 

支給の期間に応じ 118,000 円～268,500 円 

異なる 

地域に応じ 

414,800 円 以

内 

5,035 千円 2,517,600 円 

夜勤手当 正規の勤務時間が深夜に割り振られた場合に

支給 

・1 時間単価の 25/100 の額 

同じ － 

128 千円 127,604 円 

宿日直手当 正規の勤務時間以外に宿直又は日直勤務をし

た場合に支給 

・通常の日から始まる場合 

５時間以上 8,400 円 ５時間未満 4,200 円 

・年末年始の日から始まる場合 

５時間以上 10,700 円 ５時間未満 5,350 円 

異なる 

内 容 に 応 じ

4,400 円 ～

21,000 円 

2,164 千円 40,078 円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が、災害への対処その他の臨時又は緊

急の必要その他公務の運営の必要により、週休

日等又は週休日等以外の日の午前零時から午

前 5 時までの間（正規の勤務時間以外の時間に

限る。）に勤務した場合に支給 

・部長級       12,000 円 

（6 時間を超える勤務）18,000 円 

 週休日等以外     6,000 円 

・課長級       10,000 円 

（6 時間を超える勤務）15,000 円 

週休日等以外     5,000 円 

異なる 

・ 週 休 日 等

6,000 円 ～

18,000 円 

（6 時間を超

え る 勤 務 

9,000 円 ～

27,000 円） 

・週休日以外 

3,000 円 ～

6,000 円 

1,161 千円 41,454 円 

単身赴任手当 公署を異にする異動により転居し、配偶者と別

居、単身生活する場合に支給 

・基礎額       30,000 円 

・加算額     6,000 円～14,000 円  

異なる 

30,000 円 ～

100,000 円 

360 千円 360,000 円 

義務教育等教員

特別手当 

義務教育等の教育職員について、人材の確保、

学校教育の水準の維持向上を図るために支給 

職務の級・号により 1,120 円～4,150 円 

－ － 

4,336 千円 41,296 円 
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(5) 特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 給料月額等 

給
料 

区長 

副区長 

教育長 

1,305,000 円 

1,042,000 円 

922,000 円 

報
酬 

議長 

副議長 

議員 

939,000 円 

820,000 円 

627,000 円 

期
末
手
当 

区長 

副区長 

教育長 

（令和６年度支給割合) 

4.20 月分 

議長 

副議長 

議員 

(令和６年度支給割合) 

4.20 月分 

退
職
手
当 

 

区長 

副区長 

教育長 

(算定方式)   (1 期の手当額) (支給時期) 

1,305 千円×在職年数×470/100  24,534 千円  任期毎 

1,042 千円×在職年数×290/100  12,087 千円  任期毎 

922 千円×在職年数×220/100   6,085 千円  任期毎 

  （注）１ 区長・副区長に対する地域手当は平成 22年 1 月 1 日より廃止し、相当額を給料に含めて支給しています。 

     ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（区長及び副区長は

４年＝48 月、教育長は３年＝36 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

 

（参 考）職員の平均給与月額（令和６年度実績値） 

区 分 

 

平均年齢 

給与（月額） 期末・勤勉 給与支給額（年間） 

給料 諸手当 計 手当支給額   

  （A） （B） （A＋B） （年間）   （前年度） 

一般行政職 38.8 歳 301,130 130,936 432,066 1,819,416 7,004,208 6,659,172 

 

部 長 57.5 歳 447,626 258,422 706,048 3,189,926 11,662,502 11,352,538  

課 長 51.5 歳 419,354 226,860 646,214 2,984,780 10,739,348 10,436,734 

係 長 48.0 歳 357,515 149,616 507,131 2,190,604 8,276,176 7,988,555 

主 任 36.8 歳 284,362 121,027 405,389 1,732,676 6,597,344 6,315,277 

係 員 31.1 歳 247,639 100,731 348,370 1,370,269 5,550,709 5,189,664 

保育士 35.7 歳 278,755 124,859 403,614 1,612,283 6,455,651 6,097,408 

保健師 38.8 歳 295,420 124,132 419,552 1,811,016 6,845,640 6,483,156 

作業 46.7 歳 272,327 125,226 397,553 1,556,545 6,327,181 6,223,839 

用務 57.8 歳 283,900 73,434 357,334 1,394,607 5,682,615 4,907,486 

幼稚園教育職員 38.2 歳 341,927 113,105 455,032 2,044,350 7,504,734 6,952,681 

（注）１ 作業とは、清掃作業や土木作業の職務です。 

    ２ 諸手当は、毎月支給する手当（地域手当、住居手当、扶養手当等）の合計額の平均です。 

３ 給与月額は、毎月支給されている給料及び諸手当の合計額の平均です。 
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２ 職員の任免及び職員数の状況 

(1) 職員の採用等の状況（令和６年４月２日～令和７年４月１日）           （人） 

 事務系 福祉系 技術系 医療系 技能系 業務系 教育系 合計 

採用 68 31 6 11 8 0 7 131 

その他 15 0 9 1 2 0 7 34 

合計 83 31 15 12 10 0 14 165 

   （注） その他は、都区交流による転入、他の地方公共団体からの派遣受入等です。 

 

(2) 職員の退職等の状況（令和６年４月１日～令和７年３月 31日）        （人） 

 事務系 福祉系 技術系 医療系 技能系 業務系 教育系 合  計 

定年退職 12 0 2 1 2 0 0 17 

勧奨退職 1 1 0 2 0 0 0 4 

普通退職 22 8 5 1 1 0 6 43 

その他 18 2 4 1 4 0 8 37 

合計 53 11 11 5 7 0 14 101 

   （注） その他は、都区交流による転出、他の地方公共団体からの派遣受入の解除等です。 

 

(3) 職員数の状況 

① 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

区分 
職員数(人) 増減 

(人) 

減員

(人) 

増員 

(人) 主な増減理由 
令和6年 令和7年 

 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 

議会    12    12 0 0 0  

総務  283 

   (3) 

 296 

   (1) 

13 2 15 育休等重複配置、物価高騰対策、ふるさと納税対応な

どのための増、育休等重複配置解消による減 

税務 33 35 2 0 2 育休等重複配置などのための増 

民生   299 

   (4) 

  325 

   (3) 

26 0 26 保育園機能強化、子育て事業充実、育休等重複配置な

どのための増 

衛生   221 

   (11) 

  227 

   (12) 

6 5 11 ごみ収集体制充実、ごみ排出量削減事業充実、母子保

健業務充実などのための増、過員解消などによる減 

商工   13    16 3 0 3 産業振興事業充実、地方連携事業充実などのための増 

土木   145 

   (1) 
147 

2 0 2 新規他団体派遣による増 

小計   1006 

  (19) 

  1058 

  (16) 

52 7 59  

特別 

行政 

部門 

教育 
   191 

   (2) 

  201 

   (1) 

10 1 11 学校給食充実、学校施設管理事務充実、特別支援教育

充実などための増、過員解消による減 

小計 
  191 

   (2) 

  201 

   (1) 

10 1 11  

公営企

業等会

計部門 

 国保事業    16    16  0  0  0  

 老人医療     4     4  0  0  0  

 介護保険    22    22  0  0  0  

   小計    42    42 0  0  0  

合 計 

1,239 

  (21) 
〔1,320〕 

1,301 

  (17) 
〔1,320〕 

62 8 70  

   （注）１ （ ）は定年前・暫定再任用短時間勤務職員で外書きです。 

     ２ 〔 〕は条例定数の合計です。 
     ３ 職員数には、公益的法人等派遣職員及び一定の条件を満たす臨時的任用職員を含み、地方自治法に基づき派

遣された職員（被災地派遣の職員を除く）、定年前・暫定再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、特別職

の職員を含みません。 
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② 年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）                    (人) 

区  分 
20歳

未満 

20～

23歳 

24～

27歳 

28～

31歳 

32～

35歳 

36～

39歳 

40～

43歳 

44～

47歳 

48～

51歳 

52～

55歳 

56～

59歳 

60歳

以上 

 

計 

職員数 
0 127 163 196 176 169 84 50 68 86 99 83 1,301 

0 68 143 188 167 171 80 54 66 89 101 112 1,239 

       上段：令和７年４月１日現在   下段：令和６年４月１日現在 

 （注） 職員数には、公益的法人等派遣職員及び一定の条件を満たす臨時的任用職員を含み、地方自治法に基づき派遣さ

れた職員（被災地派遣の職員を除く）、定年前・暫定再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、特別職の職員を

含みません。 

 

(4) 障害者任免状況 

  令和７年６月１日時点における障害者任免状況 

  

    千代田区（注 1） 区長部局 教育委員会 

Ａ 

任
免
状
況 

① 職員の数 

a 職員の数（短時間勤務職員を除く） 1,325  1,116  209  

b 短時間勤務職員の数 497  135  362  

c 職員の総数= a+(b×0.5) 1,573.5  1,183.5  390.0  

② 除外職員

の数 

d 除外職員の数（短時間勤務職員を除く） 0  0  0  

e 短時間勤務除外職員の数 0  0  0  

f 除外職員の総数= d+(e×0.5) 0.0  0.0  0.0  

③ 旧除外職

員の数 

g 旧除外職員の数（短時間勤務職員を除く） 259  207  52  

h 短時間勤務旧除外職員の数 189  7  179  

i 旧除外職員の総数= g+(h×0.5) 352.0  210.5  141.5  

④ 身体障害

者、知的障害

者又は精神

障害者であ

る職員の数 

(ｲ) 重度身体障害者 10（3）  10（3）  0  

(ﾛ) 重度身体障害者以外の身体障害者 6  6  0  

(ﾊ) 重度身体障害者である短時間勤務職員 1  1  0  

(ﾆ) 
重度身体障害者以外の身体障害者である短

時間勤務職員 
1  1  0  

(ﾎ) 身体障害者の数=(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ＋(ﾆ×0.5) 27.5  27.5  0.0  

(ﾍ) 重度知的障害者 0  0  0  

(ﾄ) 重度知的障害者以外の知的障害者 0  0  0  

(ﾁ) 重度知的障害者である短時間勤務職員 0  0  0  

(ﾘ) 
重度知的障害者以外の知的障害者である短

時間勤務職員 
0  0  0  

(ﾇ) 知的障害者の数=(ﾍ×2)＋ﾄ＋ﾁ＋(ﾘ×0.5) 0.0  0.0  0.0  

(ﾙ) 精神障害者 15(2)  14(2)  1  

(ｦ) 精神障害者である短時間勤務職員 1  1  0  

(ﾜ) (ｦ)のうち〔注意〕3 に該当する者の数 1  1  0  

(ｶ) 精神障害者の数=ﾙ＋{(ｦ－ﾜ)×0.5}＋ﾜ 16.0  15.0  1.0  
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（注）１ 「千代田区」の欄は、障害者の雇用の促進等に関する法律第 42 条に定める特例制度による集計です。千代

田区は、任命権者ごとに行う障害者雇用率の算定にあたって区長部局と教育委員会を同一の機関とみなすこ

とについて認定を受けています。 

２ （ ）内は、当該年の６月１日以前１年間に新規に採用した職員で、内数です。 

     ３ Ａ④(ﾜ)欄には、精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者の数を記載します。 

       ・通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者 

       ・通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取

得した者 

     ４ 障害者任免通報書に記載するもののうち障害種類別の身体障害者数については、障害の種類、程度の区分ご

との対象者が少なく、特定の者に対する障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表いたしません。 

  千代田区（注 1） 区長部局 教育委員会 

Ｂ 

上
記
に
基
づ
く
計
算 

⑤ 現在設定されている除外率 5  0  0  

⑥ 基準割合={③i/(①c-②f)}×100 22  17  36  

⑦ ⑥に基づく除外率 0  0  5  

⑧ 適用される除外率 0  0  0  

⑨ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=①c-②f-{(①

c-②f)×⑧} 
1,573.5  1,183.5  390.0  

⑩ 障害者計=④ﾎ+④ﾇ+④ｶ 43.5  42.5  1.0  

⑪ 実雇用率=(⑩/⑨)×100 2.76  3.59  0.26  

⑫ 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない

身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 
0.5  0.0  9.9  
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３ 職員の人事評価の状況 

定期評価として年に１回、人事評価を実施しています。評価に当たっては、５段階の評価区分を設

定し、職員の自己申告などを基に実施します。 

 

 (1) 評価内容 

 人事評価は、「能力評価」及び「業績評価」により行っています。 

 

区分 評価内容 

能力評価 
評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員が保有し職務の遂行の過程

において発揮した能力を客観的かつ公正に評価します。 

業績評価 
職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した業務目標以

外の取組みにより挙げた業績について、客観的かつ公正に評価します。 

 

 (2) 評価方法 

ア 一般職員（管理職選考合格者を除く。） 

区分 評価者 評価方法 

第１次評価者 職員を管理又は監督する地位にある課長 
絶対評価 

第２次評価者 職員を管理又は監督する地位にある部長 

最終評価者 副区長 相対評価 

 

イ 一般職員（管理職選考合格者）及び幹部職員（課長級） 

区分 評価者 評価方法 

第１次評価者 職員を管理又は監督する地位にある部長 絶対評価 

最終評価者 副区長 相対評価 

 

ウ 幹部職員（部長級）  

区分 評価者 評価方法 

第１次評価者 
副区長 

絶対評価 

最終評価者 相対評価 

 

 (3) 人事評価の活用 

 人事評価の結果は、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用しています。 
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４ 職員の勤務時間の状況 

区 分 内        容 

勤務時間 

以下の勤務時間から命令権者が指定します（1日7時間45分／週38時間45分

）。 

勤務時間 

午前７時30分から午後４時15分 

午前８時00分から午後４時45分 

午前８時30分から午後５時15分 

午前９時00分から午後５時45分 

午前９時30分から午後６時15分 

午前10時30分から午後７時15分 

午前11時30分から午後８時15分 

正午から午後８時45分 

午後０時30分から午後９時15分 
 

週休日 
正規の勤務時間を割り振らない日のことで1週間のうち2日（日曜日及び

土曜日）を定めています。 

休暇等 

年次有給休暇 
年度20日付与し、翌年度に限り繰り越しが可能な休暇

です。 

病気休暇 
職員が疾病又は負傷のため療養を要する場合に取得で

きる休暇です。 

特別休暇 

特別な事由により勤務しないことが適当と認められる

場合として、次の各休暇を定めています。 

公民権行使等休暇・出生サポート休暇・妊娠出産休暇・

妊娠症状対応休暇・早期流産休暇・母子保健健診休暇・

妊婦通勤時間・育児時間・子の看護等休暇・出産支援休

暇・育児参加休暇・生理休暇・慶弔休暇・災害休暇・夏

季休暇・ボランティア休暇・リフレッシュ休暇・短期の

介護休暇 

介護休暇 

職員が要介護者を介護するために、３回を超えず、か

つ、通算して６か月を超えない範囲内で指定する期間内

において必要と認められる期間取得できます。１回に限

り、延長が可能です。 

介護時間 

職員が要介護者を介護するために、取得の初日から連

続する３年の期間内において、１日の勤務時間のうち２

時間を超えない範囲内で取得できます。 

育児休業 
職員が子の育児のために、子が３歳に達するまで休業

できる制度です。 

部分休業 

職員が子の育児のために、子が小学校就学の始期に達

するまで１日の勤務時間のうち２時間以内（第１号部分

休業）又は一会計年度ごとに77時間30分（10日間相当）

以内（第２号部分休業）の休業ができる制度です。 
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配偶者同行休業 
 海外転勤等で外国に滞在する配偶者と生活を共にする

ため、職員が一定期間休業することができる制度です。 

主な休暇

等の取得

実績 

(令和６年度) 

年次有給休暇  17.2日（平均） 

育児休業      48人 

部分休業    49人 

介護休暇         2人 

（注）１ 「勤務時間」「週休日」の内容は、標準的な勤務形態の場合であり、職務によっては夜勤や日曜日又は 

土曜日に勤務が割り振られる場合もあります。 

 ２ 育児休業、部分休業の取得実績は、令和６年度に新たに取得した者の実績です。（前年度から引き続き 

取得している者は除いています。） 
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５ 職員の分限及び懲戒の状況 

(1) 分限処分 職員が心身の故障など一定の事由によりその職責を十分果たすことができない場合等

に、公務の能率の維持向上を目的として行われます。 

 

(2) 懲戒処分 職員が一定の義務違反を行った場合に、公務における規律と秩序の維持を目的として

行われます。 

 

(3) 処分の状況（令和６年度） 

分限処分

件数 

免職 休職 降任 降給 懲戒処分

件数 

免職 停職 減給 戒告 

0 120 0 0 0 ２ 0 0 

休職の事由はすべて病気を理由としたものです。 
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６ 職員の服務の状況 

  地方公務員法の規定により、職員には全体の奉仕者として次のような義務が課せられています。 

  この義務は、職務の遂行に関して守る義務（職務上の義務）と、職務の内外を問わず職員たる身分

を有する限り守らなければならない義務（身分上の義務）の２つに大別されます。 

 

  (1) 職務上の義務 

区  分 内    容 

法令等及び上司の

命令に従う義務 

職員は、職務を遂行するにあたっては、法令、条例等に従い、

上司の職務上の命令に従う義務があります。 

職務に専念する義

務 

職員は、法律又は条例に定める場合を除き、勤務時間及び職

務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、地方公共

団体の職務にのみ従事する義務があります。「法律又は条例に定

める場合」としては、年次有給休暇、分限休職等の場合が挙げ

られます。 

 

 (2) 身分上の義務 

区  分 内    容 

服務の宣誓 

職員は条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければ

なりません。宣誓とは、服務上の義務を遵守することを宣言す

る行為であり、職員の倫理的自覚を促すためのものともいえま

す。 

信用失墜行為の禁

止 

職員は全体の奉仕者として住民の信託を受け、公務に従事し

ているものであり、その職の信用を傷つけ又は職員の職全体の

不名誉となる行為は禁止されています。 

秘密を守る義務 

守秘義務ともいわれ、職員は職務上知り得た秘密を漏らして

はならず、また法令による証人等となり職務上の秘密を発表す

る場合は任命権者の許可が必要とされています。 

この義務は退職後も引き続き課されます。 

政治的行為の制限 

公務員が一党一派に偏り政治的活動を行うことは、全体の奉

仕者として相応しくないことから、政党の結成等への関与の禁

止など一定の制約があります。 

争議行為等の禁止 

憲法上、勤労者には団結権・争議権等の権利が認められてい

ますが、職員には全体の奉仕者という特殊性から、ストライキ、

サボタージュなどの争議行為等が禁止されています。 

営利企業への従事

等制限 

職員は任命権者の許可を受けなければ、次に掲げることをで

きないものとされています。 

・営利企業の役員等の地位を兼ねること 

・自ら営利企業を営むこと 

・報酬を得て事業等に従事すること 
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７ 職員の退職管理の状況 

区における幹部職員の再就職状況については、以下のとおりです。 

 

(1)対象者 

令和６年４月１日から令和７年３月 31日までの間に区を退職した、課長級以上の職員 

 

(2)再就職状況（団体別の再就職者数等）               （人） 

 民間企業 公益団体等 その他 

部長級 ０ ２ ０ 

課長級 １ ２ ０ 

こども園長 ０ ０ ０ 

   （注）１ 公益団体等には、公益財団（社団）法人、一般財団（社団）法人、 

社会福祉法人等を含みます。 

      ２  その他は、民間企業及び公益団体等以外の団体に再就職した者です。 
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８ 職員の研修の状況 

職員の能力開発・活用を図り、区民サービスを一層向上させるため、職員研修等を次のとおり実施

しました。 

 

    実施状況（令和６年度）（人数は受講者数）  

区  分 
回 数 

 （回） 

日 数 

 （日） 

人 数 

 （人） 

職層研修(新任、係長、管理者等) 81 67 1,766 

専門研修(財務会計、ＯＡ、実務、保健、

まちづくり関連等) 
123 175 663 

特別研修 

(ビジネススキル、メンタルヘルス、公務

員倫理等) 

207 145 4,580 

合 計 411 387 7,009 

（注）１  特別区職員研修所実施分を含みます。 

２  オンライン実施分(動画配信、ｅラーニング等)を含みます。 
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９ 職員の福祉の状況 

(1)公務災害補償 

  公務上又は通勤途上の負傷等の災害に対し、地方公務員災害補償法に基づき補償を行っていま

す。 

 ア 補償の範囲 

 (ｱ)公務災害 

   公務上の災害（公務遂行中におきた災害、公務に起因した負傷、疾病、障害又は死亡をいう）

で、これに対する補償のことです。 

 (ｲ)通勤災害 

   職員が勤務のため住居と勤務場所との間を一般的に通常利用する経路と方法によって往復す

る途中におこった災害で、これに対する補償のことです。 

イ 実績 

  公務災害 通勤災害 

令和６年度 4 2 

令和５年度 6 0 

令和４年度 2 2 

※上記の件数は各災害の認定日を基準として区分しています。 

 

(2)職員住宅 

  住宅困窮職員の福利厚生とともに、非常災害時の要員確保等を図る目的で職員住宅を設置して

います。また、入居者には地域のコミュニティ活動への積極的な参加を義務付けています。 

        （令和７年４月１日現在） 

  直営住宅 借上住宅 

戸 数 35 51 

 

(3)健康管理業務 

  職員が心身ともに健康で、職務遂行にその能力を充分に発揮できるよう、健康診断や安全衛生

管理体制の整備等に係る事務を行っています。 

ア 職員健康診断 

 (ｱ)一般健康診断（定期健康診断） 

   職員全員に対して 1 年以内ごとに 1 回、定期に実施し、継続的に健康状態を把握し、健康異

常や疾病の早期発見とその後の措置を行うことを目的とします。 

 (ｲ)特殊健康診断 

   法令で定められた有害な業務に従事する職員のみを対象とし、それぞれの有害業務に起因す

る疾病を早期に発見し、治療を含めた対策を速やかに実行することを目的とします。 

  対象者数 受診者数 受診率 

令和６年度 1,164 1,045 89.8% 

令和５年度 1,133 978 86.3% 

令和４年度 1,125 986 87.6% 

令和３年度 1,086 983 90.5% 
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イ 職員健康相談 

  職員の身近な健康相談として利用できるよう、相談日を設け非常勤医師による健康相談を実施

しています。 

ウ メンタルヘルス事業 

  職員を対象とした年 1 回のストレスチェック及び、面談･電話･メールによるカウンセリングを

実施しています。また、平成 25年度から区役所内の健康相談室にて月２回の出張カウンセリング

を実施しています。 

エ 安全衛生管理体制 

  職員の安全を確保し、健康障害を防止するための管理体制を確立し、責任体制を明確にする目

的で、千代田区安全衛生管理体制を組織しています。 

 

(4)福利厚生事業 

ア 東京都職員共済組合 

  福利厚生制度の一つとして、職員又は被扶養者の疾病、出産、休業、障害等に関し、適切な給

付を行うため、地方公務員等共済組合法に基づき、社会保険制度として短期給付事業、長期給付

事業、福祉事業を実施しています。 

イ 特別区職員互助組合 

  大別して、保険事業、ライフプラン事業、会員制施設事業、生活支援・リフレッシュ事業、相

談事業、広報普及事業の六つの事業を実施しています。 

ウ 千代田区職員互助会 

  千代田区に勤務する職員を会員として、会員相互の扶助及び福利厚生を図ることを目的とし、

東京都職員共済組合や特別区職員互助組合が行っている福利厚生事業をカバーする事業を実施し

ています。 

  大別して、給付事業、福利厚生事業、貸付事業、退職事業の四つの事業を実施しています。 

① 令和７年４月１日現在会員数  

       1,559人 

② 財源 

     職員会費 

給料月額の 4.65／1,000 

     会計年度任用職員会費（互助会に加入を希望する職員） 

            一律月額 800 円 

     区負担金 

       給付事業、福利厚生事業の経費の支出について、会費：負担金＝１：１の割合とする。 

③  令和６年度区負担金決算額 

     17,170,578円 
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職　　種
(試験・選考区分)

国籍
要件

年齢 その他

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

土木造園（造園）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉
22歳以上
30歳未満

心　　理 40歳未満

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

保 健 師 無
22歳以上
40歳未満

事務（一般事務） 有
18歳以上
22歳未満

・活字印刷文又は点字による出題
に対応できる人

事務（一般事務） 有
18歳以上
61歳未満

（

注
１
）

障
害
者

・身体障害者手帳等の交付を受けている人（注5）
・活字印刷文又は点字による出題に対応できる人

・活字印刷文による出題に対応で
きる人（ただし、事務（一般事
務）については点字による出題に
対応できる人も受験できる。）
・22歳未満の者で学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く。）を
卒業した人又はこれと同等の資格
があると人事委員会が認める人

社会福祉士、児童指導員又は
保育士（注4）

有

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

無
心理学科を卒業した人又は
これに相当する人

経歴・資格・免許
採用
区分

Ⅲ
類

Ⅰ
　
　
類

22歳以上
41歳未満

保健師

有
22歳以上
32歳未満

10 特別区人事委員会の業務状況 

令和６年度の業務状況の報告 

                                     特別区人事委員会 

１ 職員の競争試験及び選考の状況 

(1)採用試験等 

令和６年度における採用試験等については、以下のとおり実施した。 

ア 受験資格等 
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職　　種
(試験・選考区分)

国籍
要件

年齢 その他

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（ ＩＣＴ ） 有

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務） 有

昭和45年
４月２日
から昭和
61年４月
１日まで
に生まれ
た者

・活字印刷文又は点字による出題
に対応できる人

有

有

経歴・資格・免許
採用
区分

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学
科を卒業した人又はこれ

に相当する人）

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、児童福
祉・児童指導については
社会福祉士、児童指導員
又は保育士の資格を有し
ていること（注4）。児
童心理は心理学科を卒業
した人又はこれに相当す

る人）

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学
科を卒業した人又はこれ

に相当する人）

(注１)障害者を対象とする採用選考の略
(注２)就職氷河期世代を対象とする採用試験の略
(注３)児童相談所等での業務従事歴については、下記の経験を指す。
　　　児童福祉：児童相談所（一時保護所を含む。）又は児童福祉施設における相談援助業務経験
　　　児童指導：児童相談所の一時保護所、児童養護施設又は児童自立支援施設における直接処遇業務経験
　　　児童心理：児童相談所（一時保護所を含む。）等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関や施設における心理判定、心理療法
　　　　　　　　又はカウンセリングの業務経験
(注４)試験区分「福祉」「児童福祉」「児童指導」における受験資格の「経歴・資格・免許」のうち「保育士」については、
　　　保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人
(注５)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている人又は児童相談所等により知的障害者
　　　であると判定された人

経
験
者
１
級
職

・活字印刷文による出題に対応で
きる人（ただし、事務（一般事
務）については点字による出題に
対応できる人も受験できる。）

無

民間企業等で
の業務従事歴
が４年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が２年
以上ある人
（注3））

経
験
者
２
級
職
（

主
任
） 無

民間企業等で
の業務従事歴
が８年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が３年
以上ある人
（注3））

無

61歳未満

（

注
2
）

就
職
氷
河
期
世
代

民間企業等で
の業務従事歴
が12年以上あ
る人
(児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が５年
以上ある人
（注3）)

経
験
者
３
級
職
（

係
長
級
）
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告　　　示 ３月８日（金） ７月23日（火） ６月20日（木） ６月20日（木） ６月20日（木） ６月20日（木）

申込受付
　３月８日（金）～
３月25日（月）

　７月23日（火）～
８月６日（火）

  ６月20日（木）～
７月11日（木）

  ６月20日（木）～
７月11日（木）

  ６月20日（木）～
７月11日（木）

※郵送申込は
７月10日（水）消印有効

  ６月20日（木）～
７月11日（木）

１次試験・選考 ４月21日（日） ９月８日（日） ９月８日（日） ９月１日（日） ９月８日（日） ９月１日（日）

１次合格発表 ６月14日（金） 10月９日（水） 10月18日（金） 10月18日（金） 10月９日（水） 10月18日（金）

２次試験・選考
　７月８日（月）～
７月18日（木）

10月20日（日）
10月31日（木）
11月１日（金）

10月26日（土）
10月27日（日）
11月２日（土）
11月３日（日）
11月４日（月）

10月28日（月）
10月29日（火）
10月30日（水）

11月４日（月）

最終合格発表
７月22日（月）(技術系)

７月30日（火）(技術系以外) 11月15日（金） 11月15日（金） 11月15日（金） 11月15日（金） 11月15日（金）

※技術系・・・土木造園（土木）・土木造園（造園）・建築・機械・電気

就職氷河期世代を
 対象とする採用試験項　　　目

Ⅰ類採用試験
【春試験】

Ⅰ類採用試験
【秋試験】

（土木造園（土木）
・建築）

Ⅲ類採用試験
 経験者

採用試験・選考
 障害者を

 対象とする採用選考

イ 日 程 

    

ウ 実施状況                              単位：人 

６年度 ５年度
比較

増△減
６年度 ５年度

比較
増△減

６年度 ５年度
比較

増△減

事務（一般事務） 7,580 8,541 △ 961 6,868 7,668 △ 800 3,035 3,013 22
事務（ ＩＣＴ ） 78 － 78 59 － 59 27 － 27
土木造園（土木） 150 196 △ 46 132 186 △ 54 64 105 △ 41
土木造園（造園） 63 66 △ 3 56 60 △ 4 33 39 △ 6

建　　築 123 123 0 115 116 △ 1 74 83 △ 9
機　　械 40 45 △ 5 35 41 △ 6 14 24 △ 10
電　　気 54 59 △ 5 46 48 △ 2 27 33 △ 6
福　　祉 424 453 △ 29 386 421 △ 35 250 256 △ 6
心　　理 147 177 △ 30 126 147 △ 21 47 45 2

衛生監視（衛生） 119 117 2 104 111 △ 7 69 61 8
衛生監視（化学） 35 40 △ 5 24 32 △ 8 8 10 △ 2

保　健　師 330 362 △ 32 305 334 △ 29 205 213 △ 8

小　　計 9,143 10,179 △ 1,036 8,256 9,164 △ 908 3,853 3,882 △ 29
土木造園（土木） 63 54 9 46 36 10 26 22 4

建　　築 59 37 22 50 28 22 35 20 15

小　　計 122 91 31 96 64 32 61 42 19

事務（一般事務） 1,885 2,398 △ 513 1,609 2,058 △ 449 519 482 37

事務（一般事務） 440 553 △ 113 317 406 △ 89 107 88 19

事務（一般事務） 1,540 1,516 24 1,165 1,146 19 385 289 96
事務（ ＩＣＴ ） 42 48 △ 6 32 41 △ 9 17 22 △ 5
土木造園（土木） 44 50 △ 6 32 41 △ 9 24 30 △ 6

建    築 25 37 △ 12 17 32 △ 15 14 20 △ 6
機　　械 28 41 △ 13 22 33 △ 11 11 11 0
電　　気 44 34 10 31 25 6 18 14 4
福　　祉 104 63 41 93 45 48 62 31 31
児童福祉 23 39 △ 16 21 38 △ 17 15 29 △ 14
児童指導 23 16 7 21 14 7 15 12 3
児童心理 23 34 △ 11 20 33 △ 13 12 21 △ 9

小　　計 1,896 1,878 18 1,454 1,448 6 573 479 94
事務（一般事務） 1,008 1,004 4 744 720 24 168 112 56
事務（ ＩＣＴ ） 40 55 △ 15 30 45 △ 15 15 18 △ 3
土木造園（土木） 61 48 13 51 40 11 21 19 2

建　　築 37 46 △ 9 29 29 0 20 21 △ 1
福　　祉 60 39 21 54 26 28 35 18 17
児童福祉 22 28 △ 6 21 25 △ 4 15 18 △ 3
児童指導 13 9 4 13 9 4 9 9 0
児童心理 7 15 △ 8 7 14 △ 7 7 11 △ 4
小　　計 1,248 1,244 4 949 908 41 290 226 64

事務（ ＩＣＴ ） 13 13 0 12 7 5 3 3 0
児童福祉 17 9 8 17 9 8 7 5 2
児童指導 4 1 3 4 1 3 3 1 2
児童心理 6 8 △ 2 6 7 △ 1 3 7 △ 4

小　　計 40 31 9 39 24 15 16 16 0

事務（一般事務） 702 996 △ 294 516 720 △ 204 78 54 24

15,476 17,370 △ 1,894 13,236 14,792 △ 1,556 5,497 5,269 228

※なお、令和6年度より新設した試験区分の比較増減は皆増として扱う。

(

係
長
級

)

３
級
職

氷河期

合　　計

Ⅲ類【障害者を対象と
する採用選考】

Ⅰ類
【秋試験】

Ⅲ類

経
験
者

1
級
職

（

主
任
）

２
級
職

採用区分
職種

(試験・選考区分）

申込者数 受験者数 最終合格者数

Ⅰ類
【春試験】
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(2)採用選考等 

    令和６年度に人事委員会が実施した千代田区の採用選考等の実施状況は次のとおりである。 

ア 専門職採用選考 

区 分 合格者数 

医療専門職（医師の課長級以上） 1 人 

行政専門職（法務の課長級以上） 0 人 

    イ 一般職の任期付職員 

法第三条※1に基づく採用等        法第四条※1に基づく採用等                                                             

採用職層 採用承認人数 

主任 0 人 

係長 1人 

課長補佐 0 人 

課長 0 人 

部長 0 人 

 

  (3)管理職選考（令和６年度） 

  一般の管理職としての課長級の職への昇任選考は、第一次選考と第二次選考とに分かれているが、本

委員会では、管理職選考種別Ⅰ類における第一次選考について、年度ごとに実施要綱を定め、統一選考

を実施している。なお、管理職選考種別Ⅱ類は、令和５年度より申込によらない選考（指名制）を導入

し、選考権限を任命権者に委任している。 

 

ア 受験資格等 

     ○ Ⅰ類 

      （受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、年齢５５

歳未満で、主任以上の在職期間が６年以上の人（全部、分割又は免除受験

方式で受験する場合であって、経験者採用制度等により採用された人が受

験する場合を除く。） 

      （受験方式） 全部受験方式－受験資格を満たしている人が、筆記考査（択一・短答式問題、

記述式問題、論文式問題）全てを受験する方式 

             分割受験方式－受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除

資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受

験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 

             免除受験方式－択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問

題及び論文式問題を受験する方式 

             前倒し受験方式－主任の職にあり、その在職期間が３～５年目の人（経験者

採用制度により採用された人等の特例あり）が、択一・短

答式問題受験の免除資格を得るため、択一・短答式問題の

みを受験する方式。受験年度の管理職選考の合格にはいた

らない。  

採用職層 合格者数 

係員（１級職） 0 人 

課長 0人 

部長 0人 

※1 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 
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      （選考方法） 筆記考査（択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題）、勤務評定、口頭

試問 

      （免除資格） 択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、

受験翌年度以降の３年間の択一・短答式問題受験の免除資格を付与する。 

※ 翌年度にⅠ類（全部、分割、免除）の受験資格を満たさない者については、 

原則として、受験資格を満たす年度以降３年間の択一・短答式問題受験の免除 

資格を付与する。 

 

     ○ Ⅱ類 

      （受験資格） 日本国籍を有し、かつ、分類基準（Ⅰ）の適用職種の職務に従事する者で、

基準日現在、４級職に２年以上在職し年齢が 60歳未満の人 

      （選考方法） 人事評価及び面接とする。ただし、任命権者は必要に応じて選考方法を追加で 

きるものとする。 

     

 

イ 令和６年度管理職選考種別Ⅰ類の実施状況（合格者数） 
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ウ 令和６年度管理職選考種別Ⅰ類の実施状況（免除者数） 
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〔本年のポイント〕 

〕 

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

 

給与は、情勢適応の原則（地方公務員法第14条）、均衡の原則（地方公務員法第24条第２項）及び職務

給の原則（地方公務員法第24条第１項）に則して決定されるものである。例年、これらの趣旨を踏まえ、

特別区職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出するとともに、国や他

の地方公共団体の給与の実態を参考にして、給与等に関する報告、意見の申出及び勧告を行っている。  

令和６年は、10月９日に23区の各区議会議長及び区長に対し、一般職の特別区職員の給与等について

報告及び勧告を行った。その概要は、以下のとおりである。 

 

 
                     
■公民較差：11,029円（2.89％） 

■月例給：初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引上げ 

【初任給】Ⅰ類：23,800円増 Ⅲ類：23,900 円増 

■特別給（期末手当・勤勉手当）：年間の支給月数を 0.2月引上げ 

（現行 4.65月→4.85 月）期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

■職員の平均年間給与：約 26万７千円の増（公民比較対象職員） 

■扶養手当：配偶者等に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引上げ 
 

 職員の給与に関する報告・勧告  

Ⅰ 職員と民間従業員との給与の比較 

１ 職員給与等実態調査の内容（令和６年４月） 

職 員 数 
民間従業員と比較した職員 

職 員 数 平均給与月額 平 均 年 齢 

58,194人 32,441人 382,163 円 38.8歳 

２ 民間給与実態調査の内容（令和６年４月） 

区  分 内         容 

調査対象規模 企業規模 50人以上、かつ、事業所規模 50人以上の事業所 

事 業 所 数 特別区内の1,112民間事業所を調査（調査完了 677事業所） 

３ 公民比較の結果 

○月例給 

民間従業員 職   員 差 

393,192 円 382,163円 11,029円（2.89％） 

（注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。 

○特別給 

民間支給割合 職員支給月数 差 

4.87月分 4.65月 0.22月 

４ 本年の公民較差算出 

本年の勧告に関しては、差額支給者を公民比較対象職員から除外して公民較差を算出する、一時

的、特例的な措置を執り公民比較を行った結果、職員の給与が民間従業員の給与を下回っていた較

差 11,029 円（2.89％）を解消するため、月例給を引き上げることとし、給料表を改定することが

適当であると判断した。差額支給者を除外しない場合の公民較差は 10,268 円である。 

５ 差額支給 

給料表の切替の際に特段の措置によって生じた差額支給については、着実な解消を図るべきもの

である。しかし、差額支給者の人数は昨年４月１日時点の 864 人に対し、本年４月１日時点で 627

人、減少数は 237 人、任用面により差額支給が解消されたのは昇任者の 16 人で約７％に過ぎず、

解消に向けての十分な措置が講じられたとは言えない状況である。任命権者においては、引き続き、

差額支給の着実な解消に向けて、より一層の積極的な取組を講じられたい。 

【給与に関する勧告・報告】  

月例給・特別給ともに３年連続引上げ  

 

は 28年ぶり ～ 
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Ⅱ 改定の内容 

１ 給料表 

(1) 行政職給料表（一） 

・初任給について、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえて引上げ 

・若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ 

 現 行 給 料 月 額 改 定 後 給 料 月 額 改 定 額 

Ⅰ 類 196,200円 220,000 円 23,800 円 

Ⅲ 類 158,100円 182,000 円 23,900 円 

(2) その他の給料表等 

・その他の給料表は、行政職給料表（一）との均衡を考慮した改定 

・定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ 

２ 特別給（期末手当・勤勉手当） 

・民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を 0.2月引上げ 

（現行 4.65月→4.85月） 

・支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

３ 実施時期 

・月例給：令和６年４月１日 特別給：条例の公布の日 

（参考１）公民較差解消による配分 

給    料 諸 手 当 はね返り 計 

9,191円 0円 1,838円 11,029 円 

（参考２）公民較差に基づく給与改定による平均年間給与の増加額（公民比較対象職員） 

改定前 改定後 差 

約 6,425 千円 約 6,691千円 約 267千円 

 

Ⅲ 扶養手当について 

 国における扶養手当の見直しを踏まえ、民間企業における家族手当の支給状況の変化、職員の扶養手

当支給実態等を勘案し、区の状況に応じた見直しを図ることが適当である。 

１ 改正内容 

・配偶者又はパートナーシップ関係の相手方（以下「配偶者等」という。）に係る手当を廃止し、

それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引上げ 

（配偶者等：6,000 円→廃止、子：9,000 円→10,500 円） 

２ 実施時期 

・令和７年４月１日 

・受給者への影響を可能な限り少なくする観点から、改正は段階的に実施する。 

 

Ⅳ 今後の給与制度 

 国の給与制度のアップデートを踏まえ、特別区の実情、国や他の地方公共団体の状況及び民間給与と

の均衡を考慮し、見直しに向けて検討が必要である。 

 

 人事･給与制度に関する意見  

１ 未来を切り拓く人材の確保と育成 

・行政は、地域共生社会の実現や災害対策、ＤＸの推進等、複雑・多様化する行政課題の解決のため、

未来を切り拓く人材の確保と育成が急務と言える。 

２ 時代に応じた採用制度の見直し 

■将来を見据えた人材確保・育成策の検討 

・有為な人材の確保と職員の成長支援、研修等の環境整備に重点的に取り組む必要がある。 

・公務への取組で得られる職員自身の成長実感がやりがいにつながり、組織パフォーマンスの向上

に資する。 

■採用環境を踏まえた採用試験・選考の実施 

・試験内容の変更等、採用試験・選考の見直し・検証を継続して取り組んでいく。 
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・令和７年には、ＳＰＩを活用した新たな試験方法を追加し、Ⅰ類採用試験で実施を予定している。 

■採用ＰＲ等の戦略的な展開 

・有為な人材の確保には、公務の魅力を広く発信することが肝要であり、ＰＲ活動をいかに就職・転

職活動中の者へ届けるかが重要である。 

・就職活動前の学生も対象とした職場体験の機会の提供は、公務の魅力への理解を深めることができ

るため、積極的な取組が求められる。 

・内定後から採用までの間、特別区で働く意欲を向上させる取組が重要である。 

■障害者の雇用促進 

・障害者のキャリア形成の支援により障害者雇用の質の向上が求められている。 

■専門人材の活用 

・自治体ＤＸの推進に向けた課題と必要なスキルを見極め、職員の得意分野を活かした適切な人材

管理を行うことが肝要である。 

・行政需要の高度化やＤＸ推進の必要性の高まりに伴い、特定任期付職員の活用を早急に検討する

必要がある。 

３ 人材の育成 

■人事評価制度の適切な運用 

・管理職への本人開示制度の整備及び評価者研修の確実な実施が必要である。 

・職務に求められる能力を可視化し、職員がその達成度を認識することで自身の成長を実感できる

環境づくりが必要である。 

・評価者による定期的な面談と職員の多様な能力を踏まえた指導・助言を行うことが肝要である。

■若年層職員の組織的かつ計画的な人材育成 

・従来の研修やＯＪＴの充実に加え、キャリア形成支援に係る取組やきめ細かい人事上の対応を図

るなど、これまでとは異なる視点による人材育成の推進が必要である。 

・主任職昇任選考に対する試験制度の工夫や適切な合格者数の管理が重要である。 

■管理職を担う者の人材育成 

・管理職を担うべき人材を早い段階から育成することが必要である。 

・様々なスキルを有する職員をマネジメントする能力を身に付ける研修を行い、管理職を担う人材

を積極的に確保していかなければならない。 

■女性活躍の推進 

・働き方が多様化する中で、それぞれの職員に対して適正に評価することにより、適切な人材育成

と積極的な登用を図る必要がある。 

・昇任選考受験に対する支援や昇任への不安解消に向けたサポート体制を整備することが重要であ

る。 

■時代に適応した組織マネジメントの確立 

・人事施策を戦略的に行うためには、管理職員のマネジメント能力だけに頼らない人材マネジメン

ト体制を構築する必要がある。 

・職員の成長を最大限引き出すため、職員の働き方や個人の価値観の多様化等に適応した組織マネ

ジメントを確立することが求められる。 

■高年齢層職員の能力及び経験の活用 

・高年齢層職員が早い段階から高齢期の働き方のイメージを持ち、これまで培ってきた知識経験を

存分に活かすことができる環境を整えることが必要である。 

 勤務環境の整備等に関する意見  

１ 誰もが活躍できる勤務環境づくり 

・多様で柔軟な働き方の重要性の見直しや人材確保競争の激化が進み、特別区においても限られた

人的資源を最大限活かすことが必要である。 

・全ての人が柔軟に働き活躍できる職場環境の整備は、職員がやりがいや意欲を高めキャリア形成

や成長実感を得ながら自己実現していくことや、仕事の質と組織全体の効率性・生産性を向上さ
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せることにつながる。 

・多様で柔軟な勤務環境の整備には、組織マネジメント及び制度を活用できる職場風土の構築が重

要である。 

■職員のやりがいや意欲を高める環境づくり 

（勤務環境の制度・整備等） 

・テレワークは多様な働き方やワーク・ライフ・バランスという観点だけではなく、事業継続や業

務効率等の観点からも導入と活用が必要である。 

・フレックスタイム制導入の検討が引き続き必要である。 

・定年引上げに伴い、高年齢層職員の多様な働き方のニーズに応えるため、勤務環境の整備が重要

である。 

・働き方の選択肢を広げるとともに、職場に適した制度の活用ができる職場風土の構築が必要であ

る。 

（仕事と生活の両立支援） 

・男性職員の育児休業取得率等が向上しており、各区の取組が進んでいる。 

・性別や職層に関係なく仕事と生活が両立できる勤務環境の整備に向け、男性の育児休業の長期化、

代替措置の充実や復帰後支援等の取組を図ることが必要である。 

■魅力ある職場の基礎となる勤務環境づくり 

（長時間労働の是正） 

・超過勤務に係る要因の整理・分析・検証の結果を踏まえ、ＤＸ推進や人員配置等、様々な方策を

駆使することが重要である。 

・教職員の長時間労働是正に向け、各区教育委員会による実効性の伴う対策が必要である。 

（年次有給休暇の取得促進） 

・管理職の年次有給休暇の取得促進は、休みやすい勤務環境づくりを推進する上でも有効である。 

・時間単位休暇を除いた年５日以上の取得ができるように配慮することは、職員の健康を確保する

上でも重要である。 

（メンタルヘルス対策の推進） 

・メンタルヘルス対策においては、管理職の役割が重要であるため、対応力を向上させる研修の定

期的・計画的な実施が必要である。 

・セルフケアは、メンタルヘルス不調の未然防止に有効であり、これを習得するための研修は重要

である。 

（ゼロ・ハラスメント対策） 

・根絶の第一歩は正しい知識と理解にあり、全職員の定期的な研修受講が必要である。 

・区の外部にも相談窓口を設置するなど、相談体制の拡充が必要である。 

・国・東京都等の動向を適時に捉えた、カスタマー・ハラスメント防止に向けた積極的な取組を推

進する必要がある。 

２ 区民からの信頼の確保 

・コンプライアンス意識の醸成・向上等を目的とする研修を定期的・継続的に実施する必要がある。 

・職員からの通報制度の整備への積極的な取組が望まれる。 

 

 勤務環境の整備等に関する意見  

・特定任期付職員採用制度を導入する場合において、給料表及び期末手当・勤勉手当等の取扱いに

ついて意見を申し出る。 
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３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

   令和６年度中における千代田区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 

 
  前年度からの 

 継続件数 A 

 6 年度 

 提起件数 B 完結件数  C 
 翌年度継続 

 件数   A+B-C 備      考 

 

0 0 0 0  

 

 

 

４ 不利益処分に関する審査請求の状況 

 

   令和６年度中における千代田区の審査請求の状況は、下記のとおりです。 

 
 

 前年度からの 

 継続件数 A 

 6 年度 

 提起件数 B 完結件数  C 
 翌年度継続 

 件数   A+B-C 備      考 

 

1 0 0 1  

 

 


